
若松労働基準協会 

『フルハーネス型墜落制止用器具取扱い特別教育』 
 

建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓損傷や胸部

圧迫による危険性が指摘されており、これによる災害が確認されています。 

このような背景から、厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、国際規

格であるフルハーネス型を採用することになりました。それに伴い特別教育を新設し、墜

落による労働災害防止のための措置を強化しました。 

当協会では、事業主に代わって特別教育を下記のとおり開催しますので、ご案内申し上

げます。 

 

根拠法令 

労働安全衛生法 第59条-3（労働安全衛生規則第36条-41） 

  高さが２メートル以上の箇所であって、幅４０㎝以上の作業床を設けることが困難なところ

において、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務（ロー

プ高所作業に係る業務を除く） 

特別教育の対象となる作業例 

具体的な作業例 

なお、次にあげる作業以外でも高さが２ｍ以上あって、幅４０㎝以上の作業床を設けることが

困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて行う場合は、本特別教育の対象となることに留

意願います。 

(１) 建築鉄骨の組み立て、解体、または変更作業（鉄塔の組立て、解体又は変更作業を含む） 

(２) 柱上作業（電気、通信柱等） 

(３) 木造家屋等低層住宅における作業 

 ① 屋根面を作業床とみなされない急勾配(勾配 6/10 以上)又は滑りやすい材料の屋根下地

であって、屋根足場を設けることが出来ない屋根上作業 

 ② 梁、母屋、桁上、垂木上での作業 

 ③ 幅４０㎝以上の作業床を設けることが出来ない一側足場（抱き足場）での作業 

(４) 足場の組立て、解体又は変更作業において、つり棚足場の足場板の設置又は撤去作業や、 

単管上に足をのせて作業床の設置又は撤去等の作業 

(５) 鉄筋コンクリート(RC)造解体作業において、梁上から鉄筋等を切断する作業 

(６) スレート屋根上作業で踏抜きによる墜落防止対策のために、歩み板を設置又は撤去する作業 

(７) 送電線架線作業 

このように、作業の全てが特別教育の対象となる場合もあれば、作業過程の一部に対象作業が含

まれている場合もあります。 

高さが２メートル以上の箇所であって、幅

４０㎝以上の作業床を設けることが困難なと

ころにおいて、フルハーネス型を用いて行う

場合は、本特別教育の対象となります。 

また、一連の作業の過程において、一部幅

４０㎝以上の作業床を設けることが困難な個

所があって、フルハーネス型を使用する場合

にも、本特別教育の対象となります。 



１．日時・場所  

回 日   程 時間 場 所 

第１回 平成３０年１１月３０日（金）  

9:10～ 
若松市民会館 

（JR若松駅前） 
第２回 平成３０年１２月２１日（金） 

第3回 平成３１年 １月２５日（金） 

（注）受講希望者が少数の場合は、中止若しくは延期する場合がございますのでご了承願います。 

※ 一定の人数が集まれば、出張講習で対応させて頂きます（ご相談ください） 

２．定  員：50 名 

３  受 講 料                           （ 単 位 ： 円 ）  

講習内容 
時間 

（hr） 

受講区分（４頁めのフローチャートによる） 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

作業に関する知識 1.0 

免 除 

実務経験証明要す 

○ ○ 〇 

墜落防止用器具に関する知識 2.0 〇 〇 〇 

墜落制止用器具の使用方法等 
（実技） 

1.5 〇 〇 〇 

労働災害の防止に関する知識 1.0 ○ 〇 ○ 〇 〇 

関係法令 0.5 〇 〇 〇 〇 〇 

受講料（テキスト・税込み） 3,000 9,000 

           〇は本来受講免除項目ですが、労働災害防止再確認のため受講願います。 

４ ． カ リ キ ュ ラ ム  

 講 習 内 容 時  間 

作業に関する知識 1.0 時間 

墜落防止用器具（フルハーネス型のものに限る）に関する知識 2.0 時間 

墜落制止用器具の使用方法等（実技） 1.5 時間 

労働災害の防止に関する知識 1.0 時間 

関係法令 0.5 時間 

修了証交付  

５ ． 申込み方法： 

① 所定の受講申請書に必要事項を記入し、若松労働基準協会へ郵送またはＦＡＸ送信して

ください。 

② 受講料は講習日の10日前までに納入して下さい。 

尚、原則として申込み後の受講料の払戻しはできません。 

③ 受講票は振込み（ご入金）確認後、受講日の1週間前を目処に送付します。 

６．連絡先・振込先等 

      

 

 

 

 

 
 

 

若松労働基準協会 

〒808-0034 若松区本町１丁目 13-15 (株)石炭会館ビル １階 

TEL：093-751-6563、 FAX：093-863-6567 

受講料振込先：北九州銀行若松支店 普通預金：6072367  若松労働基準協会 

（振込手数料は貴社でご負担願います）              



【フルハーネス型墜落制止用器具取扱い特別教育】 

受講申請書 
実務証明等について 

受講コース選定に際し、次ページで省略規定に該当していることを確認したうえでお申込み頂き

ます。 

Ａ・Ｂコースは事業所印を押印し実務経験を証明して下さい。別途の証明書類提出は不要です。 

Ｃ・Ｄ・Ｅコースは実務経験証明の事業所印は不要です。 

なお、特別教育は資格講習ではなく、あくまで事業者に代わり実施する安全衛生教育ですので、

第三者に対して受講資格（省略規定に該当していること）を証するものではありません。従って、

事実に反し不正に取得された修了証によって生じたいかなる責任も負うものではありません。 

 

※ 必ず黒のボールペン等で記入してください（鉛筆は不可です） 

ふりがな 受講区分を 

〇で囲む 
生年月日 現住所 

受講者氏名 

 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

（昭和・平成） 〒            

   

 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

（昭和・平成） 〒            

   

 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

（昭和・平成） 〒            

   

 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

（昭和・平成） 〒            

   

 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

（昭和・平成） 〒            

   

所 属 

事業所 

所在地 

〒 

 

          都 道 
          府 県 

事業所名 

(証明印) 

業  種    製造業      建設業      その他  

 ㊞                                 

 ＴＥＬ              FAX 

連絡先 担当者所属・氏名  
（電話） 

（FAX） 

【受講希望日】   月   日からの分 受講料振込予定日 平成    年    月    日 

□福岡県下労働基準協会の会員 ［加入協会名：若松・その他（       ）協会］ 

□福岡県下労働基準協会の会員ではない 

この受講申請書にご記入いただいた個人情報は講習業務の手続き、その他講習情報提供に利用いたしま

す。また、法令に基づく開示、提供を求められた場合を除き、第三者への提供は致しません。 

申請年月日： 平成    年    月    日 

    若松労働基準協会会長 殿 

 



（受講コース選定フローチャート） 

 
高さが２ｍ以上の箇所であって、幅４０㎝以上の作業床を設けることが困難なところにおいて 

フルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に 6 ヶ月以上従事した経験 
※作業床が設けられている場所での作業は、実務経験に含まれません。 

足場の組立て等の業務に係る特別教育又はロープ高所作業に 

係る業務特別教育 

（足場の組立て等作業主任者技能講習は不可） 

高さが２ｍ以上の箇所であって、幅４０㎝以上の作業床を設けることが困難なところにおいて 

胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に 6 ヶ月以上従事した経験 

※作業床が設けられている場所での作業は、実務経験に含まれません。 

足場の組立て等の業務に係る特別教育 

又はロープ高所作業に係る業務特別教育 

（足場の組立て等作業主任者技能講習は不可） 

あり 

なし 

Ａコース 

0.5 時間 

受講済 未受講 

Ｂコース 

1.5 時間 

あり 

Ｃコース 

4.0 時間 

受講済 未受講 

Ｄコース 

5.0 時間 

足場の組立て等の業務に係る特別教育 

又はロープ高所作業に係る業務特別教育 

（足場の組立て等作業主任者技能講習は不可） 

なし 

受講済 未受講 

Ｅコース 

６.0 時間 


